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介護サービス情報の公表システム＜国で一元管理＞ 

指定情報公表センター 

指定調査機関 
介護サービス事業所・施設 

公 表 
 

●報告された内容について、公表を行う 

調 査 
 

●報告の対象となる既存事業所に対し，  

 概ね３年に１回実施 

●自ら調査を希望する事業所 

閲覧 
（インターネット） 介護サービス情報 

 

●基本情報 

 基本的な事実情報 

 （例）事業所の所在地、従業員数、 

   営業時間、サービスの内容等 

 

●運営情報 

  介護サービスに関する具体的な取 

 組の状況 

 （例）外部機関との連携、苦情対応 

報告 
（年１回） 

訪問調査 

反映 

宮 城 県 

手数料 

指定 


